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平成３０年度 一般社団法人飯水教育会事業計画 

                                                            

Ⅰ 運営の方針 

  飯水教育会は，一般社団法人飯水教育会として発足して５年が経過，昨年度１３２周年を迎え，「会 

員相互に協力して職能の向上を図るとともに，学校及び地域の教育発展に貢献すること」を目的に事 

業を企画推進してきている。 

 飯水地域の風土を大事に受け止め，児童生徒の特性を見極め，教職員相互の信頼の上に立って教育 

の今日的課題である「児童生徒の自ら学ぶ意欲と社会の変化に対応できる力の育成」をめざし，全会 

員の英知と情熱を傾けて実践を積み重ねてきている。 

  私たちの教育現場においては，学力向上，不登校・いじめ問題や，特別な支援を必要とする児童生 

徒への対応など喫緊の課題が山積している。課題解決のためには，学校現場での授業力向上はもちろ 

んのこと，学習意欲の向上や家庭での学習習慣の確立等，家庭や地域との連携が重要であることが再 

認識されている。また，小学校は３２年度から，中学校は３３年度から全面実施予定とする次期学習 

指導要領が公示され，「主体的・対話的で深い学び」いわゆるアクティブ・ラーニングの視点からの 

授業改善をさらに充実させ，子どもたちがこれからの時代に求められる資質・能力を身に付け，生涯 

にわたって能動的に学び続けることが示されている。討論など課題に対して意見を出し合い，解決方 

法を探る授業をはじめ，授業で学んだ情報を，問題を解くためだけではなく，実生活に結び付け，活 

かしていける力を養うことを課題としている。加えて，本年度より「特別の教科 道徳」として，問 

題解決や体験的な学習なども取り入れ「考え，議論する」道徳教育が始まるとともに，小学校の外国 

語活動の教科化も踏まえ，移行措置が予定されている。 

  このような状況であるからこそ，私たちは目の前の児童生徒の確かな学力と生きる力の育成に向け 

て日々の授業改善を進め，「わかった」「できた」「もっと知りたい」と児童生徒が実感し，更なる学 

習意欲がもてる授業を創り出していくことを教師の本務として求めていきたい。日々の地道な教育実 

践を重ねることで教育への信頼を高め，教育職にある者としての自信や誇りをもって教育活動にあた 

りたいと願っている。 

  このような願いに立ち，同僚とともに学べる場を充実させることにより，研修意欲が高まっていく 

と考える。地域の期待と信頼に応える教職員としての資質向上，専門性を磨く研修の場の充実を図り， 

飯水教育会の諸事業を進めていきたい。 

  会員数の少ない本教育会がこのような目的を達成するためには，急激に進む少子高齢化を見据え， 

事業の重点化と会員に還元できる予算の執行を進めながら，会員相互が同僚性を発揮し，協力して事 

業に当たることが不可欠である。飯水教育会ならではの伝統に支えられた活動を大事にしながら，今 

後の教育会のあり方を求め，飯水教育会の確かな歩みを進めていきたい。 

 

Ⅱ 運営の重点 

  平成３０年度は，将来に向けて教育会のあり方を見つめながら，次に掲げる点を重点として事業計 

画を立案した。 

  １ 教育の現状と将来的展望に立ち，飯水地域の教育課題を明らかにし，会員の意見や考えを尊重し 

  ながら事業を計画的・効率的に進めていく。 

  ２ 教育実践及び研究は，この地域の児童生徒の学力向上と豊かな人間性の育成を願い，学習指導上 

  の諸課題について，会員相互の連携・協調を密にして進めていく。 

  ３ 飯水の児童生徒をはじめとして，地域の教育・文化の向上をめざし，地域の自然・社会の調査研 

  究等を推進，教育実践に生かし，その成果や教育会諸事業をホームページを活用し地域の方々に 

  も公開していく。 

 ４ 会員が互いに学び合い，つながる，自主的で参画しやすい事業運営のあり方を工夫していく。 
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Ⅲ 事業の概要 

一 人材育成事業 

 １ 目 的 

  主に教職員の人材育成事業としての職能研修事業であるが，その目指すところは教職員の人材育 

 成のみならず，児童生徒・地域住民等の多方面の人材育成である。 

 

 ２ 事 業 

  (1) 研究調査 

     現下の教育課題及び，飯水地域の課題解決のために委員会を設け，調査・研究を行う。 

    委員会は会長委嘱の若干名の委員をもって組織する。 

    ① 研究調査委員会 

        ○社会調査研究委員会 会員の授業に役立つ資料の収集と教材化のための調査研究を行う。 

          ○自然調査研究委員会  会員の授業に役立つ内容及び地域の自然や自然科学の調査研究を

行う。自然科学読み物『千曲川』については本年度も発刊する。 

           ・上記２つの委員会は理事会の意向を受けた活動も行う。 

      ・研究のまとめは，総集会での発表，教育会誌掲載，印刷物配布等により会員に報告する。 

       また，その年度の研究実績を積み重ね，その後の研究に生かしていく。 

    ② 人物誌委員会（平成２９～３１年度） 

     ・飯水教育会の先輩について，資料の収集と原稿作成を行う。 

     ・（平成３１年度雑誌「信濃教育」に掲載予定） 

    ③ あり方委員会 

     ・飯水教育会の今後の活性化に向けて協議する。 

  (2) 講習・講演 

     教職員向けの講演・講習会を，委員会，同好会等と連携し，飯水校長会と飯水教育会の共催

もしくは後援で行う。講師の選定にあたっては，実際の指導に役立つもの，教育者としての資

質の向上につながるものに重点をおく。また，必要に応じて講演会記録を会員に配布する。 

    ① 総集会・講演会     ５月１３日（日） 

     ・総集会では，会員・調査研究委員会・同好会等の研究実践発表を取り入れたり，講演会を 

      行ったりし，研修ならびに全会員の交流の機会となるようにする。本年度も講師を招聘し 

      て講演会を行う。（本年度は，飯水ＰＴＡ連合会，飯山市子ども会育成連絡協議会，飯山 

     市公民館，みゆき野飯山ロータリークラブとの共催が可能となった。） 

    ② 初任者教育懇談会    ５月２４日（木） 

     ・初任者及び２年目の先輩との懇談会を開催し，初任者同士，近況を発表しあったり，２年 

      目の先輩による後輩への助言及び情報交換等，親睦を深めたりしながら，教育者としての 

      資質向上に役立てる。 

    ③ 第 132回信濃教育会総集会 小県上田大会 ７月７日（土） 東御市サンテラスホール 

    ④ 地域体験研修会     ８月１日（水） 

     ・飯水地域の豊かな自然や地元に根づく文化などを体験的に研修し，地域をより深く知って 

      もらうよう企画運営する。（昨年は，８月２日（水）「鍋倉山と森太郎」） 

    ⑤ ハトの会・教育懇談会  ８月４日（土） 

     ・飯水出身者と飯水勤務者および先輩が相集い，それぞれの教育状況を語り合い，視野を広 

      めまた，親睦を深め，飯水地域の教育向上に資する。 

 

 



3 

  (3) 職能研修 

    地域の教育推進や課題解決に寄与し，教職員の育成発展に資するために研修を深めるととも 

   に，教職員に信濃教育会で募集する教育研究論文や教育実践賞への応募や他県の研究大会参加 

   を呼びかけたり，同好会を充実するために情報交換の場を設けたりする。また同好会等の教育 

   団体及び研修に参加する教職員に対して助成を行う。助成を受けた教職員及び同好会は，その 

   実施状況を会誌・総集会・ハトの会等で報告または発表する。 

    ①「飯水教師塾」 

・「飯水教師塾」の企画推進を位置づけ，次代を担う先生方がもつ自己課題の解決に，互いに 

学び合う共同体としての飯水教育会を目指して取り組む。 

    ② 同好会への助成 

    ・教科や教育に関係する同好会を幅広く結成する。教職員の自主的研究とし，その育成発展に 

    資するために助成金を支出する。 

    ・同好会助成費は，理事会で事業内容や会員数から補助金額を決定する。 

    ・活動の成果は会誌や会員発表で各校へ発信することにより，職能向上に寄与する。 

    ③ 研究支援 

    ・信濃教育会「教育研究論文・教育実践賞」への応募を呼びかけ，推薦する。 

    ・自然科学・社会科学や文化，教育に関するグループ及び個人研究に対して公募によって申請 

    のあった研究について，資金の一部を助成する。 

    ④ 地区教研集会への参画 

     ・飯水教育研究集会は，飯水教育会，県教組下水内支部，長頭組飯水支部の三者共催とし， 

      飯水教育会は共催三者による教研企画推進委員会の一員として，共催の立場で企画運営に当 

    たる。土曜日開催とする。 

    ⑤ 県内外教育研修会参加助成 

    ・信教総集会，日本連合教育会研究大会，信教主催の研究所発表会等への参加を広く教職員か 

    ら募る。 

  (4) 会誌発行 

    会誌は年１回，毎年３月に発行する。内容は「学校紹介」，先輩や他郡で教壇に立っておら 

   れる方による「寄稿」「研修報告」「委員会や同好会の活動報告」等で構成する。飯山市・栄村 

   教育委員会，信濃教育会，各郡市教育会，各学校，飯山市立図書館へ送付する。 

  (5) 児童生徒育成 

    飯水地区の児童生徒が自分を表現する場としての作品展の開催や飯水小学校スキー大会，  

   中学校体育大会を支援する。そこで，児童生徒が今もっている力を存分に発揮することで，  

   達成感や成就感をもち，その後の生活に自信をもって取り組んでいけるようにする。 

    ① 作品展等開催事業 

    ・美術展(書道展を含む)・科学展・たんぽぽ展の交流の場を提供し，指導・研究の機会とする。 

    ・美術展(書道展を含む)・科学展とも巡回展とする。その運営はそれぞれの運営委員会で行う。 

    ・科学展の優れた作品は，「科学研究作品集」に収録するとともに，「千曲川」にも掲載する。 

    ・特別支援教育の振興を図るため，たんぽぽ展を開催する。運営は，特別支援教育担任者会が 

    行う。 

    ② 小学校スキー大会・中学校体育大会助成 

    ・飯水地区の小学生が参加する飯水小学校スキー大会や飯水地区の中学生が参加する中体連等 

    の大会に助成する。 
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    (6) 情報管理と情報発信 

    ① 資料室の整備と活用の推進 

      ・資料の整備と充実を図る。特に郷土資料の充実を図る。 

    ・保管や閲覧方法を改善し，資料目録を追補整備し会員に知らせ，活用しやすいよう工夫する。 

    ②「飯水教育会ホームページ」の管理と更新 

    ・ホームページ管理運営委員会が行う。（飯水教育会ホームページ管理運営規程による） 

 

二 施設貸与事業 

１ 施設貸与 

  ○県教組下水内支部 

  ○長頭組飯水支部 

 

２ 施設貸与事務 

   ○貸与先との連絡調整業務 

 

三 管 理 

１ 会 議 

総集会を５月１３日（日）の午前に開催する。（会場 「なちゅら」） 

定時総会を４月２４日（火）に開催する。臨時総会は必要がある場合に開催する。 

 

２ 委員会 

   ○会館運営委員会 

       ・会館運営委員会は，４団体（飯水教育会，県教組下水内支部，長頭組飯水支部，飯水視聴覚 

    教育協会）から選出された委員で構成し，会館の運営に当たる。４団体は，会館運営費を負 

    担する。 

   ○会館維持委員会 

    ・会館維持委員会は，４団体と会館運営委員会から選出された委員で構成し，会館の土地・建 

    物等にかかわる管理，保全，維持に当たり，飯水教育会館に事務局を置く。 

 

 

 

平成３０年度 予算編成ならびに運営の方針 

 

  １ 本年度予算は，一般社団法人飯水教育会の方針，重点，事業計画にそって計画され，運用は定款

及び会計に関する規定により行われる。 

  ２ 予算は，運営の重点に照らして各事業に配分する。 

  ３ 会費は，会員の負担増にならないように配慮する。 

     給料割は，会員の給料平均ベースを 330,000円を基本給とし，基本給×4.3/1000＋1,419の率で算

出する。講師については，人頭割のみとする。 

  ４ 会計に関する規定どおり本年度内における給与改定によるベースの変額分は，会費算出の基本に

加えない。 

平成 30年 2月 26日 臨時総会(代議員会)にて議決 

                                                   


